
施設の名称

※条例別表の備考欄の改正はありません。

（単位：円）

下限 上限 下限 上限 下限 上限

時間 2,320 3,480 2,320 3,750 0 270

時間 960 1,440 960 1,550 0 110

時間 640 960 640 1,050 0 90

時間 720 1,080 720 1,200 0 120

時間 480 720 480 770 0 50

時間 320 480 320 520 0 40

附属設備利用料 本 360 540 360 580 0 40

和室

研修室利用料

マイク

利用料金施設の料金の範囲の見直し（案）

条例上の料金

改定前 改定見込額

大分県都市農村交流研修館

・利用料金制を採用する施設は、条例に定める料金の範囲内で、指定管理者が県と協議の上、実際の利用料金を設定します。
　今回の見直しでは指定管理者が物価高騰を踏まえた料金改定を行えるよう、利用料金範囲の上限を改定します。
　※以下は令和8年第1回定例県議会へ提案した条例改正案の内容です。県議会で条例が可決された場合、令和8年4月1日から施行する予定です。

区分 改定後（案）

大研修室

研修室

会議室

手づくり工房

調理実習室


